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貸借対照表

平成18年度 
（平成19年3月31日現在） 

平成19年度 
（平成20年3月31日現在） 

資　産　の　部 平成18年度 
（平成19年3月31日現在） 

平成19年度 
（平成20年3月31日現在） 

負債及び純資産の部 

（単位：百万円） 

現 金  
預 け 金  
系 統 預 け 金  
系 統 外 預 け 金  

コ ー ル ロ ー ン  
金 銭 の 信 託  
有 価 証 券  
国 債  
地 方 債  
社 債  
外 国 証 券  
株 式  
そ の 他 の 証 券  

貸 出 金  
手 形 貸 付  
証 書 貸 付  
当 座 貸 越  
割 引 手 形  

そ の 他 資 産  
未収利息その他  
そ の 他 の 資 産  

固 定 資 産  
有 形 固 定 資 産  
無 形 固 定 資 産  

外 部 出 資  
系 統 出 資  
系 統 外 出 資  
子 会 社 等 出 資  

繰 延 税 金 資 産  
債 務 保 証 見 返  
貸 倒 引 当 金  
外部出資等損失引当金 
 
 
 
資 産 の 部 合 計  

3,063 
979,872 
971,907 
7,964 
70,000 
34,168 
534,387 
256,819 
112,118 
71,746 
61,703 
2,642 
29,357 
529,499 
32,609 
385,990 
110,666 

232 
3,884 
3,080 
803 

12,703 
12,051 
652 

35,549 
32,031 
3,488 
29 

3,648 
36,123 
△8,162 
△44 

 
 
 

2,234,693

2,792 
1,147,993 
1,135,114 
12,878 

－ 
23,454 
515,828 
227,730 
99,924 
94,240 
67,285 
1,899 
24,747 
499,824 
27,595 
385,966 
86,032 
229 

4,834 
3,858 
976 

12,459 
11,884 
574 

43,763 
40,024 
3,708 
29 

4,018 
36,761 
△6,532 
△41 

 
 
 

2,285,155

貯 金  
当 座 貯 金  
普 通 貯 金  
貯 蓄 貯 金  
通 知 貯 金  
別 段 貯 金  
定 期 貯 金  
定 期 積 金  

譲 渡 性 貯 金  
借 用 金  
代 理 業 務 勘 定  
そ の 他 負 債  
未払利息その他  
そ の 他 の 負 債  

諸 引 当 金  
相互援助積立金  
賞 与 引 当 金  
退職給付引当金  
役員退職慰労引当金 
特定債務者支援引当金 

再評価に係る繰延税金負債 
債 務 保 証  
負 債 の 部 合 計  
出 資 金  
（うち後配出資金） 

資 本 準 備 金  
利 益 剰 余 金  
利 益 準 備 金  
その他利益剰余金 
（うち当期未処分剰余金） 

会 員 資 本 合 計  
その他有価証券評価差額金 
土 地 再 評 価 差 額 金  
評価・換算差額等合計 
純 資 産 の 部 合 計  
負債及び純資産の部合計 

2,013,815 
26,933 
37,046 
222 

49,725 
37,214 

1,862,641 
32 

53,840 
25,800 
220 

15,092 
12,405 
2,686 
9,186 
3,039 
357 

3,915 
53 

1,820 
2,217 
36,123 

2,156,296 
35,716 

（22,495） 
0 

41,130 
15,472 
25,657 
（7,051） 
76,846 
△3,381 
4,931 
1,550 
78,396 

2,234,693

2,103,951 
30,336 
29,686 
261 

84,163 
40,046 

1,919,412 
43 

51,510 
25,800 
146 

16,283 
13,945 
2,337 
8,610 
3,039 
359 

3,888 
68 

1,254 
2,216 
36,761 

2,245,279 
35,716 

（22,495） 
0 

10,708 
16,102 
△5,394 

（△25,000） 
46,425 

△11,478 
4,929 

△6,549 
39,876 

2,285,155
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金　　　　　　　　額 

平成18年度 
科　　　　　　　　目 

（単位：百万円） 

 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

（うち　貸　出　金　利　息） 

（うち　預　け　金　利　息） 

（うち　有価証券利息配当金） 

役 務 取 引 等 収 益  

そ の 他 事 業 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

（うち　貯 金 利 息） 

役 務 取 引 等 費 用  

そ の 他 事 業 費 用  

経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経 常 利 益 （ △ は 経 常 損 失 ） 

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税引前当期利益（△は税引前当期損失） 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

当期剰余金（△は当期損失金） 

前 期 繰 越 剰 余 金  

再 評 価 差 額 金 取 崩 額  

当期未処分剰余金（△は当期未処理損失金） 

 

27,892 

22,732 

（7,307） 

（8,412） 

（7,001） 

3,738 

647 

774 

23,859 

13,179 

（12,375） 

2,019 

2,203 

6,212 

243 

4,032 

727 

230 

4,529 

863 

528 

3,136 

3,703 

211 

7,051 

 

32,064 

26,122 

（7,978） 

（11,466） 

（6,669） 

3,702 

1,273 

966 

61,501 

18,101 

（17,027） 

1,980 

34,588 

5,973 

856 

△29,436 

303 

44 

△29,177 

13 

△133 

△29,057 

4,054 

2 

△25,000

平成19年度 

注）　1．「（うち預け金利息）」には、受取奨励金・受取特別配当金が含まれています。 
2．「（うち貯金利息）」には、会員に対する支払奨励金が含まれています。 

剰余金処分計算書及び損失金処理計算書

金　　　　額 

当 期 未 処 分 剰 余 金  

計 

剰 余 金 処 分 額  

利 益 準 備 金  

任 意 積 立 金  

（経営基盤安定化積立金） 

出 資 配 当 金  

（普通出資に対する配当金） 

（後配出資に対する配当金） 

事 業 分 量 配 当 金  

次 期 繰 越 剰 余 金  

当 期 未 処 理 損 失 金  

計 

損 失 金 処 理 額  

任 意 積 立 金 取 崩 額  

（ 特 別 積 立金取崩額） 

（経営基盤安定化積立金取崩額） 

（ 資 本 積 立金取崩額） 

利 益 準 備 金 取 崩 額  

 

 

次 期 繰 越 損 失 金  

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 

（単位：百万円） 

25,000 

25,000 

25,000 

19,606 

（15,606） 

（4,000） 

（0） 

5,394 

 

 

－ 

注）　出資金の配当率 
普通出資金 
後配出資金 

平成18年度 
2.0％ 
1.0％ 

 

7,051 

7,051 

2,996 

630 

1,000 

（1,000） 

489 

（264） 

（224） 

877 

4,054

平成18年度 平成19年度 
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1 重要な会計方針に関する事項
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

（2）有価証券（外部出資勘定の株式を含む。）の評価基準及び

評価方法は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見

書」（平成11年1月22日企業会計審議会）に基づき、有価証

券の保有目的区分ごとに次のとおり行っています。

・売買目的の有価証券…時価法（売却原価は移動平均法に

より算定）

・満期保有目的の債券…定額法による償却原価法（売却原

価は移動平均法により算定）

・子会社・子会社等株式

及び関連法人等株式…取得原価法（売却原価は移動平均

法により算定）

・その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のないもの…取得原価法（売却原価は移動平均

法により算定）

なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認

められる部分については、償却原価法による取得価額の修

正を行っています。

（3）金銭の信託（合同運用を除く。）において信託財産を構成

している有価証券の評価基準及び評価方法は、上記（2）の

有価証券と同様の方法によっており、信託の契約単位ごとに

当年度末の信託財産構成物である資産及び負債の評価額の合

計額をもって貸借対照表に計上しています。

（4）デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。

（5）有形固定資産の減価償却は、それぞれ次の方法により行い、

資産から直接減額して計上しています。

建物　定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建

物（建物附属設備を除く。）については、定額法）

を採用しています。なお、主な耐用年数は7年～50

年です。

動産　定率法を採用しています。なお、主な耐用年数は2

年～20年です。

（6）無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しています。

そのうち自社利用ソフトウェアについては、当会における利

用可能期間（原則5年）に基づいて償却しています。

（7）外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円

換算額を付しています。

（8）引当金の計上方法

①貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている「経理規程（資産の評価

および償却・引当の計上基準）」に則り、次のとおり計上

しています。

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生してい

る債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）

に係る債権については、以下なお書きに記載されている直

接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証

による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており

ます。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破

綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破

綻懸念先」という。）に係る債権のうち、債権の元本の回

収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に

見積もることができる債権については、当該キャッシュ・

フローを当会の貸出シェアで按分した金額と債権額から担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除

した残額との差額を計上し、キャッシュ・フローを合理的

に見積もることのできない債権については、債権額から担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除

し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し

必要と認める額を計上しています。さらに、今後の管理に

注意を要する債務者に対する債権のうち、与信額一定額以

上の大口債務者に係る債権については、破綻懸念先債権に

準じ、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ

ュ・フローを合理的に見積もるなどの方法をもって引当金

を計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸

倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま

す。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査

定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した統括部

署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っています。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権

等については、債権額からの担保の評価額及び保証による

回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込

額として債権額から直接減額しており、その金額は8,122

百万円であります。

②相互援助積立金

相互援助積立金は、「北海道JAバンク支援制度要領」に

基づき、農協信用事業の安定と信用向上に資することを目

的として、同制度に定める農業協同組合の貯金量の一定割

合等に基づく所要額を計上しております。

③退職給付引当金

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当年

度末における退職給付債務に基づき、必要額を計上してい

ます。また、数理計算上の差異の費用処理方法は、発生年

度における一括処理としております。

④賞与引当金

賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員

に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計

上しています。

⑤役員退任慰労引当金

役員退任慰労引当金は、役員の退任慰労金支給に備える

ため、「役員退任慰労金支給規程」に基づき、将来の支給

見込額のうち当年度末までに発生していると認められる額

を基礎として計上しています。

⑥特定債務者支援引当金

特定債務者支援引当金には、北海道農業協同組合中央会

の「北海道JA経営基盤強化総合対策事業」及び「JA釧路市

対策事業」に基づく、当会の将来負担見込額を計上してい

ます。

⑦外部出資等損失引当金

外部出資等損失引当金は、外部出資に対する損失に備え
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るため、外部出資先の財務状況等を勘案して必要と認めら

れる額を計上しています。

（9）リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に準じた会計処理によっています。

（10）消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の

会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当年度の費用

に計上しています。

（11）「農業協同組合法施行規則」（平成17年農林水産省令第

27号）別紙様式が「農業協同組合法施行規則の一部を改正

する省令」（農林水産省令第41号平成18年4月28日）により

改正され、平成18年5月1日から施行されたことに伴い、当

年度から以下のとおり表示を変更しております。

①「資本の部」は「純資産の部」とし、会員資本、評価・換

算差額等に区分のうえ表示しています。

なお、当年度末における従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は78,396百万円であります。

②従来、任意積立金の内訳として表示していた「特別積立金」

については、「その他利益剰余金」の内訳として、目的積

立金部分を個別名称（「経営基盤安定化積立金」）により、

目的積立金以外の部分を「特別積立金」としてそれぞれ表

示しています。

③「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」

として表示しています。

④「固定資産」は、「業務用固定資産」及び「業務外固定資

産」に区分して表示していましたが、「有形固定資産」及

び「無形固定資産」への区分表示へ変更しています。

2 貸借対照表に関する事項
（1）有形固定資産の減価償却累計額は6,289百万円、圧縮記帳

額は608百万円です。

（2）リース契約により使用する重要な固定資産は、貸借対照表

に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要

な固定資産として電子計算機等があり、未経過リース料年度

末残高相当額は、17百万円です。

（3）担保に供している資産は次のとおりです。

担保に供している資産　　　差入保証金　　1百万円

担保資産に対応する債務　　貯金　　　　　0百万円

上記のほか、為替決済取引及び当座借越取引の担保とし

て定期預金82,000百万円、先物取引証拠金等の代用とし

て有価証券98百万円、公金収納事務取扱等に係る差入保

証金として1百万円をそれぞれ差し入れています。

（4）子会社等に対する金銭債権はありません。

（5）子会社等に対する金銭債務の総額は254百万円です。

（6）理事、経営管理委員及び監事との間の取引による金銭債権

はありません。

（7）理事、経営管理委員及び監事との間の取引による金銭債務

はありません。

（8）貸出金のうち、破綻先債権額は3,719百万円、延滞債権額

は7,115百万円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当

期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな

かった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収

利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭

和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに

掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出

金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破

綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

（9）貸出金のうち、3か月以上延滞債権額はありません。

なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定

支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債

権及び延滞債権に該当しないものです。

（10）貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は1,781百万円です。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを

行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債

権に該当しないものです。

（11）破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び

貸出条件緩和債権額の合計額は12,615百万円です。

なお、（8）から（11）に掲げた債権額は、貸倒引当金控除

前の金額です。

（12）割引手形は、業種別監査委員会報告第24号に基づき、金

融取引として処理しています。これにより受け入れた商業手

形は、自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面

金額は232百万円です。

（13）当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契

約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上

規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで

資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約

に係る融資未実行残高は、392,930百万円であります。

（14）貸付金には、他の債権よりも債務の履行が後順位である

旨の特約が付された劣後特約付貸出金43,907百万円が含ま

れています。

（15）借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である

旨の特約が付された劣後特約付借入金25,800百万円が含ま

れています。

（16）土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律

第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

います。

再評価を行った年月日　平成11年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公

布政令第119号）第2条4号に定める地価税に基づいて、

再評価後の水準を公の適正地価である公示価格水準と

し、その公示価格を基礎としている路線価・固定資産税

評価額を基礎に合理的な調整を行って算出しています。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当年

度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の

帳簿価額の合計額との差額　3,933百万円



HOKKAIDO SHINREN REPORT 2008

現
況
―
資
料
編
―

42

3 損益計算書に関する事項
（1）子会社等との取引による収益総額 14百万円

うち事業取引高 14百万円

うち事業取引以外の取引高 －百万円

（2）子会社等との取引による費用総額 360百万円

うち事業取引高 360百万円

うち事業取引以外の取引高 －百万円

（3）その他経常費用に含まれる貸出金償却は、すでに個別貸倒

引当金を引き当てていた債権について、償却額と引当金れい

入額を相殺した残額を表示しています。相殺した金額は25

百万円です。

（4）その他経常費用に含まれる債権売却損は、すでに個別貸倒

引当金を引き当てていた債権について、売却損額と引当金れ

い入額を相殺した残額を表示しています。相殺した金額は

260百万円です。

（5）物件費は、すでに特定債務者支援引当金を引き当てていた

北海道農業協同組合中央会の「北海道JA経営基盤強化総合対

策事業」及び「JA釧路市対策事業」の負担金について、支出

額と引当金れい入額を相殺した残額を表示しています。相殺

した金額は566百万円です。

（6）当年度においては、以下の資産について、減損損失を計上

しております。

業務用資産については、キャッシュ・フローの相互補完性

および機能特性等を勘案のうえ一定の単位でグルーピングを

しており、遊休資産については、各資産毎の単位でグルーピ

ングをしております。

また、遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してい

ます。

当年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売

却価額であります。正味売却価額は精通者による査定価格

（合理的に算定された一定の評価額）に基づき算定しており

ます。

4 有価証券に関する事項
（1）有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおり

です。これらには、有価証券のほか、「外部出資勘定」中の

子会社関連会社等の株式が含まれています。以下（5）まで

同様です。

①売買目的有価証券

該当ありません。

②満期保有目的の債券で時価のあるもの

③その他有価証券で時価のあるもの

なお、上記評価差額に繰延税金資産1,532百万円を加えた

額△3,410百万円が「その他有価証券評価差額金」に含まれ

ています。

（2）当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

（3）当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。

（4）時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表

計上額は次のとおりです。

（5）その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の

債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりです。

国 債  

金 融 債  

外国証券 

合 計  

 

40,757 

8,000 

3,000 

51,757 

40,681 

8,053 

2,786 

51,521 

△76 

53 

△213 

△236 

76 

54 

－ 

130 

152 

0 

213 

367 

 

貸借対照表 

計上額 

 

時　価 差　額 うち益 うち損 

（単位：百万円） 

株 式  

債 券  

国 債  

地方債  

政保債  

金融債  

社 債  

外国証券 

そ の 他  

合 計  

1,162 

458,131 

220,519 

113,860 

14,207 

11,500 

38,676 

59,367 

28,278 

487,573 

2,642 

450,630 

216,062 

112,118 

14,066 

11,354 

38,326 

58,703 

29,357 

482,630 

1,480 

△7,501 

△4,456 

△1,741 

△141 

△145 

△350 

△664 

1,078 

△4,942 

1,487 

587 

371 

65 

－ 

－ 

65 

84 

1,227 

3,302 

6 

8,088 

4,828 

1,807 

141 

145 

416 

749 

149 

8,244 

 

 

 

取得原価又は 

償却原価 

貸借対照表 

計上額 
評価差額 うち益 うち損 

（単位：百万円） 

債 券  

国 債  

地 方 債  

政 保 債  

金 融 債  

社 債  

外国証券 

そ の 他  

合 計  

17,059 

9,605 

4,699 

－ 

－ 

2,753 

－ 

－ 

17,059 

253,952 

146,617 

55,346 

5,111 

19,354 

16,484 

11,038 

3,608 

257,561 

144,735 

38,958 

52,072 

8,954 

－ 

3,369 

41,380 

3,173 

147,909 

86,640 

61,638 

－ 

－ 

－ 

15,717 

9,283 

1,366 

88,006 

 

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

（単位：百万円） 

主な用途

遊休資産

合　　計

種　類

土地建物動産等

減損損失

163百万円

163百万円

売却額

235,823百万円

売却益

268百万円

売却損

2,014百万円

内　容

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

子会社及び子法人等株式

関連法人等株式

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く）

貸借対照表計上額

29百万円

－

69
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（6）金銭の信託の保有目的区分別の内訳は次のとおりです。

運用目的の金銭の信託

貸借対照表計上額 14,099百万円

当期の損益に含まれた評価差額 △243

満期保有目的の金銭の信託

該当ありません。

その他の金銭の信託

取得原価 20,028百万円

貸借対照表計上額 20,069

評価差額 41

うち益 105

うち損 64

なお、上記評価差額から繰延税金負債12百万円を差し引

いた金額28百万円が「その他有価証券評価差額金」に含ま

れています。

5 退職給付に関する事項
（1）退職給付

①採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退

職一時金制度を採用しています。

②退職給付債務及びその内訳

a 退職給付債務の額 3,915百万円

b 年金資産の額 －百万円

c 前払年金費用の額 －百万円

d 退職給付引当金の額 3,915百万円

e 未認識過去勤務債務の額 －百万円

f 未認識数理計算上の差異 －百万円

g 会計基準変更時差異の未処理額 －百万円

③退職給付費用の内訳

a 勤務費用の額 174百万円

b 利息費用の額 79百万円

c 期待運用収益の額 －百万円

d 過去勤務債務の費用処理額 －百万円

e 数理計算上の差異の費用処理額 △14百万円

f 会計基準変更時差異の費用処理額 －百万円

g 退職給付債務の計算の基礎と

しなかった臨時の支払退職金 －百万円

④退職給付債務等の計算基礎

a 採用した割引率は2.0％としています。

b 退職給付見込額については、発生給付評価方法に基づ

き、勤務年数による期間按分方式を採用しています。

c 過去勤務債務は発生年度における一括処理としています。

d 数理計算上の差異は発生年度における一括処理として

います。

（2）物件費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済

組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等

を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共

済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費

用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上してい

ます。

なお、当事業年度において存続組合に対して拠出した特例

業務負担金の額は26百万円となっております。

また、存続組合より示された平成19年3月末現在における

平成44年3月までの特例業務負担金の将来見込額は655百万

円となっています。

6 税効果会計に関する事項
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等

繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は次のとおりです。

（2）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

繰延税金資産 
　貸倒引当金超過額 2,285 
　相互援助積立金 942 
　退職給付引当金超過額・賞与引当金 1,162 
　その他有価証券・その他金銭の信託 2,575 
　その他 1,489 
繰延税金資産小計 8,454 
評価性引当額 △3,750 
繰延税金資産合計（A） 4,704 
繰延税金負債 
　その他有価証券・その他金銭の信託 △1,056 
　その他 － 
繰延税金負債合計（B） △1,056 
繰延税金資産の純額（A）＋（B） 3,648 
 

当年度 
（単位：百万円） 

法定実効税率 31.0 
（調整） 
事業分量配当金等永久に損金に算入される項目 △6.0 
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7 
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.9 
評価性引当金 6.9 
その他 △1.0 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.7

当年度 
（単位：％） 
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1 重要な会計方針に関する事項
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

（2）有価証券（外部出資勘定の株式を含む。）の評価基準及び

評価方法は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見

書」（平成11年1月22日企業会計審議会）に基づき、有価証

券の保有目的区分ごとに次のとおり行っています。

・売買目的の有価証券…時価法（売却原価は移動平均法に

より算定）

・満期保有目的の債券…定額法による償却原価法（売却原

価は移動平均法により算定）

・子会社・子法人等株式

及び関連法人等株式…取得原価法（売却原価は移動平均

法により算定）

・その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のないもの…取得原価法（売却原価は移動平均

法により算定）

なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認

められる部分については、償却原価法による取得価額の修

正を行っています。

（3）金銭の信託（合同運用を除く。）において信託財産を構成

している有価証券の評価基準及び評価方法は、上記（2）の

有価証券と同様の方法によっており、信託の契約単位ごとに

当年度末の信託財産構成物である資産及び負債の評価額の合

計額をもって貸借対照表に計上しています。

（4）デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。

（5）有形固定資産の減価償却は、それぞれ次の方法により行い、

資産から直接減額して計上しています。

建物　定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建

物（建物附属設備を除く。）については、定額法）

を採用しています。なお、主な耐用年数は7年～50

年です。

動産　定率法を採用しています。なお、主な耐用年数は2

年～20年です。

なお、平成19年度税制改正に伴い、平成19年4月1日以降

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基

づく償却方法により減価償却費を計上しております。この変

更により、経常利益及び税引前当期利益は、従来の方法によ

った場合に比べ11百万円減少しております。

また、当年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形

固定資産については、償却可能限度額に達した事業年度の翌事

業年度以後、残存価格を5年間で均等償却しております。

なお、これによる貸借対照表等に与える影響は軽微であります。

（6）無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しています。

そのうち自社利用ソフトウェアについては、当会における利

用可能期間（原則5年）に基づいて償却しています。

（7）外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円

換算額を付しています。

（8）引当金の計上方法

①貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている「経理規程（資産の評価

および償却・引当の計上基準）」に則り、次のとおり計上

しています。

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生してい

る債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）

に係る債権については、以下なお書きに記載されている直

接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証

による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており

ます。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破

綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破

綻懸念先」という。）に係る債権のうち、債権の元本の回

収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に

見積もることができる債権については、当該キャッシュ・

フローを当会の貸出シェアで按分した金額と債権額から担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除

した残額との差額を計上し、キャッシュ・フローを合理的

に見積もることのできない債権については、債権額から担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除

し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し

必要と認める額を計上しています。さらに、今後の管理に

注意を要する債務者に対する債権のうち、与信額一定額以

上の大口債務者に係る債権については、破綻懸念先債権に

準じ、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ

ュ・フローを合理的に見積もるなどの方法をもって引当金

を計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸

倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき算定した額と税

法基準に基づき算定した繰入限度額とを比較し、いずれか

多い額（当期は税法基準を採用）を計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査

定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した統括部

署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っています。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権

等については、債権額からの担保の評価額及び保証による

回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込

額として債権額から直接減額しており、その金額は7,944

百万円であります。

②相互援助積立金

相互援助積立金は、「北海道JAバンク支援制度要領」に

基づき、農協信用事業の安定と信用向上に資することを目

的として、同制度に定める農業協同組合の貯金量の一定割

合等に基づく所要額を計上しております。

③退職給付引当金

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当年

度末における退職給付債務に基づき、必要額を計上してい

ます。また、数理計算上の差異の費用処理方法は、発生年

度における一括処理としております。

④賞与引当金

賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員

に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計

上しています。

⑤役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金支給に備える
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ため、「役員退職慰労金支給規程」に基づき、将来の支給

見込額のうち当年度末までに発生していると認められる額

を基礎として計上しています。

⑥特定債務者支援引当金

特定債務者支援引当金には、北海道農業協同組合中央会

の「北海道JA経営基盤強化総合対策事業」及び「JA釧路市

対策事業」に基づく、当会の将来負担見込額を計上してい

ます。

⑦外部出資等損失引当金

外部出資等損失引当金は、外部出資に対する損失に備え

るため、外部出資先の財務状況等を勘案して必要と認めら

れる額を計上しています。

（9）リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に準じた会計処理によっています。

（10）消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の

会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当年度の費用

に計上しています。

（11）「農業協同組合法施行規則」（平成17年農林水産省令第

27号）別紙様式が「農業協同組合法施行規則の一部を改正

する省令」（農林水産省令第17号平成20年3月28日）により

改正され、平成20年3月28日から施行されたことに伴い、

従来の「役員退任慰労引当金」は、「役員退職慰労引当金」

として表示しております。

（12）「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）及

び「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会

会計制度委員会報告第14号）等における有価証券の範囲に

関する規定が一部改正され（平成19年6月15日付及び同7月

4日付）、金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度か

ら適用されることになったことに伴い、当年度から改正会計

基準及び実務指針を適用しております。

2 貸借対照表に関する事項
（1）有形固定資産の減価償却累計額は6,365百万円、圧縮記帳

額は608百万円です。

（2）リース契約により使用する重要な固定資産は、貸借対照表

に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要

な固定資産として電子計算機等があり、未経過リース料年度

末残高相当額は、15百万円です。

（3）担保に供している資産は次のとおりです。

担保に供している資産　　　差入保証金　　1百万円

担保資産に対応する債務　　貯金　　　　　3百万円

上記のほか、為替決済取引及び当座借越取引の担保とし

て定期預金82,000百万円、公金収納事務取扱等に係る差

入保証金として1百万円をそれぞれ差し入れています。

（4）子会社等に対する金銭債権はありません。

（5）子会社等に対する金銭債務の総額は261百万円です。

（6）理事、経営管理委員及び監事との間の取引による金銭債権

はありません。

（7）理事、経営管理委員及び監事との間の取引による金銭債務

はありません。

（8）貸出金のうち、破綻先債権額はありません。延滞債権額は

5,886百万円です。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当

期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取

立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな

かった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収

利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭

和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに

掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出

金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破

綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

（9）貸出金のうち、3か月以上延滞債権額はありません。

なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定

支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先債

権及び延滞債権に該当しないものです。

（10）貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は1,177百万円です。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本

の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを

行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債

権に該当しないものです。

（11）破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び

貸出条件緩和債権額の合計額は7,064百万円です。

なお、（8）から（11）に掲げた債権額は、貸倒引当金控除

前の金額です。

（12）割引手形は、業種別監査委員会報告第24号に基づき、金

融取引として処理しています。これにより受け入れた商業手

形は、自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面

金額は229百万円です。

（13）当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契

約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上

規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで

資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約

に係る融資未実行残高は、339,266百万円であります。

（14）貸出金には、他の債権よりも債務の履行が後順位である

旨の特約が付された劣後特約付貸出金29,500百万円が含ま

れています。

（15）借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である

旨の特約が付された劣後特約付借入金25,800百万円が含ま

れています。

（16）土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律

第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差

額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

います。

再評価を行った年月日　平成11年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公

布政令第119号）第2条4号に定める地価税に基づいて、

再評価後の水準を公の適正地価である公示価格水準と

し、その公示価格を基礎としている路線価・固定資産税

評価額を基礎に合理的な調整を行って算出しています。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当年
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度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の

帳簿価額の合計額との差額　3,288百万円

3 損益計算書に関する事項
（1）子会社等との取引による収益総額 15百万円

うち事業取引高 15百万円

うち事業取引以外の取引高 －百万円

（2）子会社等との取引による費用総額 384百万円

うち事業取引高 384百万円

うち事業取引以外の取引高 －百万円

（3）その他経常費用に含まれる貸出金償却は、すでに個別貸倒

引当金を引き当てていた債権について、償却額と引当金れい

入額を相殺した残額を表示しています。相殺した金額は

1,476百万円です。

（4）その他経常費用に含まれる債権売却損は、すでに個別貸倒

引当金を引き当てていた債権について、売却損額と引当金れ

い入額を相殺した残額を表示しています。相殺した金額は

15百万円です。

（5）物件費は、すでに特定債務者支援引当金を引き当てていた

北海道農業協同組合中央会の「北海道JA経営基盤強化総合対

策事業」及び「JA釧路市対策事業」の負担金について、支出

額と引当金れい入額を相殺した残額を表示しています。相殺

した金額は565百万円です。

（6）当年度においては、以下の資産について、減損損失を計上

しております。

業務用資産については、キャッシュ・フローの相互補完性

および機能特性等を勘案のうえ一定の単位でグルーピングを

しており、遊休資産については、各資産毎の単位でグルーピ

ングをしております。

また、遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してい

ます。

当年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売

却価額であります。正味売却価額は合理的に算定された一定

の評価額としております。

4 有価証券に関する事項
（1）有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおり

です。これらには、有価証券のほか、「外部出資勘定」中の

子会社関連会社等の株式が含まれています。以下（5）まで

同様です。

①売買目的有価証券

該当ありません。

②満期保有目的の債券で時価のあるもの

③その他有価証券で時価のあるもの

時価が著しく下落したことにより、その他有価証券のうち

株式について28百万円、外国証券について29,636百万円、

受益証券について232百万円の減損処理を行っております。

「時価が著しく下落した」と判断するための「合理的な基準」

として、個別銘柄毎に期末日の時価が取得原価の30％以上

下落した場合、回復する見込があると認められる場合を除き、

著しく下落したものとして減損処理を行っております。

なお、上記評価差額に繰延税金資産1,629百万円を加えた

額△11,194百万円が「その他有価証券評価差額金」に含ま

れています。

（2）当年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

（3）当年度中に売却したその他有価証券は次のとおりです。

（4）時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表

計上額は次のとおりです。

国 債  

金 融 債  

外国証券 

合 計  

 

40,592 

8,000 

3,000 

51,592 

41,332 

8,086 

2,870 

52,288 

739 

86 

△129 

695 

739 

86 

－ 

825 

－ 

－ 

129 

129

貸借対照表 

計上額 

 

時　価 差　額 うち益 うち損 

（単位：百万円） 

株 式  

債 券  

国 債  

地方債  

政保債  

金融債  

社 債  

外国証券 

そ の 他  

合 計  

1,252 

444,587 

190,956 

100,246 

14,170 

25,500 

46,367 

67,346 

31,220 

477,059 

1,899 

437,588 

187,137 

99,924 

14,371 

25,447 

46,422 

64,285 

24,747 

464,235 

647 

△6,998 

△3,818 

△321 

200 

△52 

54 

△3,061 

△6,472 

△12,824 

647 

1,498 

771 

319 

200 

33 

151 

21 

－ 

2,145 

－ 

8,496 

4,589 

640 

－ 

86 

97 

3,082 

6,472 

14,969

取得原価又は 

償却原価 

貸借対照表 

計上額 
評価差額 うち益 うち損 

（単位：百万円） 

主な用途

遊休資産

合　　計

種　類

土地建物動産等

減損損失

1百万円

1百万円

売却額

39,519百万円

売却益

876百万円

売却損

3,505百万円

内　容

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

子会社及び子法人等株式

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く）

貸借対照表計上額

29百万円

289
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（5）その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の

債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりです。

（6）金銭の信託の保有目的区分別の内訳は次のとおりです。

運用目的の金銭の信託

貸借対照表計上額 9,895百万円

当期の損益に含まれた評価差額 △270

満期保有目的の金銭の信託

該当ありません。

その他の金銭の信託

取得原価 13,970百万円

貸借対照表計上額 13,558

評価差額 △411

うち益 55

うち損 467

なお、上記評価差額に繰延税金資産127百万円を加えた額

△284百万円が「その他有価証券評価差額金」に含まれてい

ます。

5 退職給付に関する事項
（1）退職給付

①採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、退

職一時金制度を採用しています。

②退職給付債務及びその内訳

a 退職給付債務の額 3,888百万円

b 年金資産の額 －百万円

c 前払年金費用の額 －百万円

d 退職給付引当金の額 3,888百万円

e 未認識過去勤務債務の額 －百万円

f 未認識数理計算上の差異 －百万円

g 会計基準変更時差異の未処理額 －百万円

③退職給付費用の内訳

a 勤務費用の額 172百万円

b 利息費用の額 78百万円

c 期待運用収益の額 －百万円

d 過去勤務債務の費用処理額 －百万円

e 数理計算上の差異の費用処理額 △5百万円

f 会計基準変更時差異の費用処理額 －百万円

g 退職給付債務の計算の基礎と

しなかった臨時の支払退職金 －百万円

④退職給付債務等の計算基礎

a 採用した割引率は2.0％としています。

b 退職給付見込額については、発生給付評価方法に基づ

き、勤務年数による期間按分方式を採用しています。

c 過去勤務債務は発生年度における一括処理としています。

d 数理計算上の差異は発生年度における一括処理として

います。

（2）物件費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済

組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等

を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共

済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費

用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上してい

ます。

なお、当事業年度において存続組合に対して拠出した特例

業務負担金の額は27百万円となっております。

また、存続組合より示された平成20年3月末現在における

平成44年3月までの特例業務負担金の将来見込額は660百万

円となっています。

6 税効果会計に関する事項
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等

繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は次のとおりです。

（2）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

当事業年度は、税引前当期損失であるため、注記を省略し

ております。

債 券  

国 債  

地 方 債  

政 保 債  

金 融 債  

社 債  

外国証券 

そ の 他  

合 計  

60,561 

24,371 

17,278 

－ 

998 

17,912 

－ 

415 

60,977 

248,424 

130,925 

56,849 

9,382 

32,448 

13,874 

4,942 

2,255 

250,679 

110,246 

22,891 

25,796 

4,988 

－ 

2,072 

54,497 

1,967 

112,213 

69,949 

49,541 

－ 

－ 

－ 

12,562 

7,845 

－ 

69,949

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

（単位：百万円） 

繰延税金資産 
　貸倒引当金超過額 2,072 
　相互援助積立金 942 
　退職給付引当金超過額・賞与引当金 1,186 
　その他有価証券・その他金銭の信託 2,433 
　その他 10,768 
繰延税金資産小計 17,403 
評価性引当額 △12,709 
繰延税金資産合計（A） 4,694 
繰延税金負債 
　その他有価証券・その他金銭の信託 △675 
繰延税金負債合計（B） △675 
繰延税金資産の純額（A）＋（B） 4,018

当年度 
（単位：百万円） 
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連結貸借対照表
（単位：百万円） 

（ 資 産 の 部 ）  

現 金  

預 け 金  

コールローン及び買入手形 

金 銭 の 信 託  

有 価 証 券  

貸 出 金  

そ の 他 資 産  

固 定 資 産  

外 部 出 資  

繰 延 税 金 資 産  

債 務 保 証 見 返  

貸 倒 引 当 金  

外部出資等損失引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 産 の 部 合 計  

 

3,064 

980,152 

70,000 

34,168 

534,387 

529,499 

4,009 

12,729 

35,519 

3,690 

36,123 

△8,162 

△44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,235,138

 

2,792 

1,148,273 

－ 

23,454 

515,828 

499,824 

4,947 

12,484 

43,733 

4,059 

36,761 

△6,532 

△41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,285,587

（ 負 債 の 部 ）  

貯 金  

譲 渡 性 貯 金  

債券貸借受入担保金 

借 用 金  

代 理 業 務 勘 定  

そ の 他 負 債  

諸 引 当 金  

再評価に係る繰延税金負債 

連 結 調 整 勘 定  

債 務 保 証  

負 債 の 部 合 計  

（ 純 資 産 の 部 ）  

出 資 金  

資 本 剰 余 金  

利 益 剰 余 金  

処 分 未 済 持 分  

会 員 資 本 合 計  

その他有価証券評価差額金 

土 地 再 評 価 差 額 金  

評価・換算差額等合計 

少 数 株 主 持 分  

純 資 産 の 部 合 計  

負債及び純資産の部合計 

 

2,013,560 

53,840 

－ 

25,800 

220 

15,207 

9,257 

2,217 

－ 

36,123 

2,156,228 

 

35,716 

0 

41,538 

－ 

77,254 

△3,381 

4,931 

1,550 

105 

78,910 

2,235,138

 

2,103,690 

51,510 

－ 

25,800 

146 

16,357 

8,687 

2,216 

－ 

36,761 

2,245,170 

 

35,716 

0 

11,137 

－ 

46,854 

△11,478 

4,929 

△6,549 

111 

40,416 

2,285,587

資　産　の　部 負債及び純資産の部 平成18年度 
（平成19年3月31日現在） 

平成19年度 
（平成20年3月31日現在） 

平成18年度 
（平成19年3月31日現在） 

平成19年度 
（平成20年3月31日現在） 
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金　　　　　　　　額 

平成18年度 平成19年度 
科　　　　　　　　目 

（単位：百万円） 

経 常 収 益  

資 金 運 用 収 益  

（うち　貸　出　金　利　息） 

（うち　預　け　金　利　息） 

（うち　有価証券利息配当金） 

役 務 取 引 等 収 益  

そ の 他 事 業 収 益  

そ の 他 経 常 収 益  

経 常 費 用  

資 金 調 達 費 用  

（うち　貯 金 利 息） 

役 務 取 引 等 費 用  

そ の 他 事 業 費 用  

経 費  

そ の 他 経 常 費 用  

経　　常　　利　　益（△は経常損失） 

特 別 利 益  

特 別 損 失  

税引前当期利益（△は税引前当期損失） 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  

法 人 税 等 調 整 額  

少 数 株 主 利 益  

当　期　剰　余　金（△は当期損失金） 

28,962 

22,732 

（7,307） 

（8,412） 

（7,001） 

4,820 

647 

762 

24,822 

13,179 

（12,375） 

3,014 

2,306 

6,078 

243 

4,139 

727 

230 

4,636 

911 

527 

15 

3,182

33,219 

26,123 

（7,978） 

（11,467） 

（6,669） 

4,869 

1,273 

953 

62,602 

18,101 

（17,026） 

3,151 

34,691 

5,802 

856 

△29,382 

303 

44 

△29,123 

38 

△132 

6 

△29,036
注）　1．「（うち預け金利息）」には、受取奨励金・受取特別配当金が含まれています。 

2．「（うち貯金利息）」には、会員に対する支払奨励金が含まれています。 

連結剰余金計算書

金　　　　　　　　額 

平成18年度 平成19年度 
科　　　　　　　　目 

（単位：百万円） 

（ 資 本 剰 余 金 の 部 ） 

資 本 剰 余 金 期 首 残 高  

資 本 剰 余 金 増 加 高  

資 本 剰 余 金 減 少 高  

資 本 剰 余 金 期 末 残 高  

（ 利 益 剰 余 金 の 部 ） 

利 益 剰 余 金 期 首 残 高  

利 益 剰 余 金 増 加 高  

（ 当 期 剰 余 金 ） 

（ 再 評 価 差 額 金 取 崩 額 ） 

利 益 剰 余 金 減 少 高  

（ 出 資 配 当 金 ） 

（ 事 業 分 量 配 当 金 ） 

（ 当 期 損 失 金 ） 

利 益 剰 余 金 期 末 残 高  

 

0 

－ 

－ 

0 

 

40,028 

3,393 

（3,182） 

（211） 

1,883 

（489） 

（1,393） 

（－） 

41,538

 

0 

－ 

－ 

0 

 

41,538 

2 

（－） 

（2） 

30,402 

（489） 

（877） 

（29,036） 

11,137



（単位：百万円） 

 

4,636 

492 

163 

△830 

△3 

△31 

△558 

△22,732 

13,179 

3,695 

△188 

△19 

△7 

△32,576 

△65,050 

58,707 

△70,000 

22,359 

△11,939 

△1,393 

△754 

△102,851 

△572 

△103,424

 

△29,123 

480 

1 

△1,630 

△3 

△24 

△545 

△26,123 

18,101 

35,164 

623 

－ 

42 

29,674 

47,460 

87,799 

70,000 

25,491 

△16,512 

△877 

△138 

239,861 

△767 

239,093

1．事業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期利益 

減価償却費（△は税引前当期損失） 

減損損失 

貸倒引当金の増加額 

外部出資等損失引当金の増加額 

退職給付引当金の増加額 

その他の引当金・積立金の増加額 

資金運用収益 

資金調達費用 

有価証券関係損益（△） 

金銭の信託の運用損益（△） 

外部出資関係損益（△） 

固定資産処分損益（△） 

貸出金の純増（△）減 

預け金の純増（△）減 

貯金の純増減（△） 

コールローン等の純増（△）減 

資金運用による収入 

資金調達による支出 

事業分量配当金の支払額 

その他 

小 計  

法人税等の支払額 

事業活動によるキャッシュ・フロー 

金　　　　　　　　額 
科 目  

平成18年度 平成19年度 

連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円） 

 

△90,707 

236,026 

44,395 

△16,045 

2,101 

△151 

307 

－ 

32 

175,958 

 

348 

△348 

△489 

△489 

－ 

72,045 

18,005 

90,050

 

△118,169 

39,520 

54,367 

△6,830 

16,311 

△274 

△4 

△8,220 

6 

△23,293 

 

245 

△245 

△489 

△489 

－ 

215,310 

90,050 

305,361

2．投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 

有価証券の売却による収入 

有価証券の償還による収入 

金銭の信託の増加による支出 

金銭の信託の減少による収入 

固定資産の取得による支出 

固定資産の売却による収入 

外部出資による支出 

外部出資の売却等による収入 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

3．財務活動によるキャッシュ・フロー 

出資の増額による収入 

出資の減少による支出 

出資配当金の支払額 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

4．現金及び現金同等物に係る換算差額 

5．現金及び現金同等物の増加額 

6．現金及び現金同等物の期首残高 

7．現金及び現金同等物の期末残高 

金　　　　　　　　額 
科 目  

平成18年度 平成19年度 
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連結注記表（平成18年度）

1 連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項に関する注記

（1）連結の範囲に関する事項
全ての子会社（2社）を連結しております。
子会社は、67ページに記載の通りです。

（2）持分法の適用に関する事項
持分法を適用する非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。
（3）連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項

当会及び連結される全ての子会社の決算日は、毎年3月末
日であります。
連結される子会社は、それぞれの決算日の財務諸表により、
必要な調整を行い連結しております。

（4）連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関
する事項
当会の出資と子会社の資本との連結に伴う子会社の資産と

負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。
（5）連結調整勘定の償却方法及び償却期間

連結調整勘定は、ありません。
なお、今後新たに発生した場合は、同様にその年度におい

て一括償却する方針であります。
（6）剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益
処分に基づいて、作成しております。

（7）連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等
物の範囲
①　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び
現金同等物）の範囲は、連結貸借対照表上の「現金」並び
に「預け金」中の当座預け金、普通預け金及び通知預け金
であります。
②　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
平成18年3月31日
現金及び預け金勘定 846,121百万円
別段預け金、定期預け金 △828,116百万円
現金及び現金同等物 18,005百万円

平成19年3月31日
現金及び預け金勘定 983,216百万円
別段預け金、定期預け金 △893,166百万円
現金及び現金同等物 90,050百万円

2 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
（2）有価証券（外部出資勘定の株式を含む。）の評価基準及び
評価方法は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見
書」（平成11年1月22日企業会計審議会）に基づき、有価証
券の保有目的区分ごとに次のとおり行っています。
・売買目的の有価証券…時価法（売却原価は移動平均法に

より算定）
・満期保有目的の債券…定額法による償却原価法（売却原

価は移動平均法により算定）
・子会社・子会社等株式
及び関連法人等株式…取得原価法（売却原価は移動平均

法により算定）
・その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

時価のないもの…取得原価法（売却原価は移動平均
法により算定）

なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認
められる部分については、償却原価法による取得価額の修

正を行っています。
（3）金銭の信託（合同運用を除く。）において信託財産を構成
している有価証券の評価基準及び評価方法は、上記（2）の
有価証券と同様の方法によっており、信託の契約単位ごとに
当年度末の信託財産構成物である資産及び負債の評価額の合
計額をもって連結貸借対照表に計上しています。

（4）デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。
（5）有形固定資産の減価償却は、それぞれ次の方法により行い、
資産から直接減額して計上しています。
建物　定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建

物（建物附属設備を除く。）については、定額法）
を採用しています。なお、主な耐用年数は7年～50
年です。

動産　定率法を採用しています。なお、主な耐用年数は2
年～20年です。

（6）無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しています。
そのうち自社利用ソフトウェアについては、当会における利
用可能期間（原則5年）に基づいて償却しています。

（7）外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円
換算額を付しています。

（8）引当金の計上方法
①貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている「経理規程（資産の評価
および償却・引当の計上基準）」に則り、次のとおり計上
しています。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生してい

る債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）
に係る債権については、以下なお書きに記載されている直
接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証
による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており
ます。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破
綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破
綻懸念先」という。）に係る債権のうち、債権の元本の回
収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に
見積もることができる債権については、当該キャッシュ・
フローを当会の貸出シェアで按分した金額と債権額から担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
した残額との差額を計上し、キャッシュ・フローを合理的
に見積もることのできない債権については、債権額から担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し
必要と認める額を計上しています。さらに、今後の管理に
注意を要する債務者に対する債権のうち、与信額一定額以
上の大口債務者に係る債権については、破綻懸念先債権に
準じ、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ
ュ・フローを合理的に見積もるなどの方法をもって引当金
を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸

倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しておりま
す。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査

定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した統括部
署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上
記の引当を行っています。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権

等については、債権額からの担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込
額として債権額から直接減額しており、その金額は8,122
百万円であります。
②相互援助積立金

相互援助積立金は、「北海道JAバンク支援制度要領」に
基づき、農協信用事業の安定と信用向上に資することを目
的として、同制度に定める農業協同組合の貯金量の一定割
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合等に基づく所要額を計上しております。
③退職給付引当金

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当年
度末における退職給付債務に基づき、必要額を計上してい
ます。また、数理計算上の差異の費用処理方法は、発生年
度における一括処理としております。
なお、子会社については、簡便法を適用し、当事業年度

末における職員の自己都合退職による場合の要支給額を基
礎として計上しております。
④賞与引当金

賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員
に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計
上しています。
⑤役員退任慰労引当金

役員退任慰労引当金は、役員の退任慰労金支給に備える
ため、「役員退任慰労金支給規程」等に基づき、将来の支
給見込額のうち当年度末までに発生していると認められる
額を基礎として計上しています。
⑥特定債務者支援引当金

特定債務者支援引当金には、北海道農業協同組合中央会
の「北海道JA経営基盤強化総合対策事業」及び「JA釧路市
対策事業」に基づく、当会の将来負担見込額を計上してい
ます。
⑦外部出資等損失引当金

外部出資等損失引当金は、外部出資に対する損失に備え
るため、外部出資先の財務状況等を勘案して必要と認めら
れる額を計上しています。

（9）リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取
引に準じた会計処理によっています。

（10）消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の
会計処理は、税抜方式によっています。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当年度の費

用に計上しています。
（11）「農業協同組合法施行規則」（平成17年農林水産省令第
27号）別紙様式が「農業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令」（農林水産省令第41号平成18年4月28日）により
改正され、平成18年5月1日から施行されたことに伴い、当
年度から以下のとおり表示を変更しております。
①「資本の部」は「純資産の部」とし、会員資本、評価・換
算差額等に区分のうえ表示しています。
なお、当年度末における従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は78,804百万円であります。
②「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」
として表示しています。

3 連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額は6,289百万円、圧縮記帳
額は608百万円です。

（2）リース契約により使用する重要な固定資産は、連結貸借対
照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している
重要な固定資産として電子計算機等があり、未経過リース料
年度末残高相当額は125百万円です。

（3）担保に供している資産は次のとおりです。
担保に供している資産　　　差入保証金　　1百万円
担保資産に対応する債務　　貯金　　　　　0百万円
上記のほか、為替決済取引及び当座借越取引の担保として

定期預金82,000百万円、先物取引証拠金等の代用として有
価証券98百万円、公金収納事務取扱等に係る差入保証金と
して1百万円をそれぞれ差し入れています。

（4）理事、経営管理委員及び監事との間の取引による金銭債権
はありません。

（5）理事、経営管理委員及び監事との間の取引による金銭債務
はありません。

（6）貸出金のうち、破綻先債権額は3,719百万円、延滞債権額
は7,115百万円です。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当

期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取
立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな
かった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収
利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭
和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに
掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出
金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破

綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

（7）貸出金のうち、3か月以上延滞債権額はありません。
なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約

定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先
債権及び延滞債権に該当しないものです。

（8）貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は1,781百万円です。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決め
を行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞
債権に該当しないものです。

（9）破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸
出条件緩和債権額の合計額は12,615百万円です。
なお、（6）から（9）に掲げた債権額は、貸倒引当金控除

前の金額です。
（10）割引手形は、業種別監査委員会報告第24号に基づき、金
融取引として処理しています。これにより受け入れた商業手
形は、自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面
金額は232百万円です。

（11）当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契
約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上
規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで
資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約
に係る融資未実行残高は、392,930百万円であります。

（12）貸付金には、他の債権よりも債務の履行が後順位である
旨の特約が付された劣後特約付貸出金43,907百万円が含ま
れています。

（13）借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である
旨の特約が付された劣後特約付借入金25,800百万円が含ま
れています。

（14）土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律
第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差
額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して
います。
再評価を行った年月日　平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公
布政令第119号）第2条4号に定める地価税に基づいて、再
評価後の水準を公の適正地価である公示価格水準とし、その
公示価格を基礎としている路線価・固定資産税評価額を基礎
に合理的な調整を行って算出しています。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当年

度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳
簿価額の合計額との差額　3,933百万円

4 連結損益計算書に関する注記
（1）その他経常費用に含まれる貸出金償却は、すでに個別貸倒
引当金を引き当てていた債権について、償却額と引当金れい
入額を相殺した残額を表示しています。相殺した金額は25
百万円です。
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（2）その他経常費用に含まれる債権売却損は、すでに個別貸倒
引当金を引き当てていた債権について、売却損額と引当金れ
い入額を相殺した残額を表示しています。相殺した金額は
260百万円です。

（3）物件費は、すでに特定債務者支援引当金を引き当てていた
北海道農業協同組合中央会の「北海道JA経営基盤強化総合対
策事業」及び「JA釧路市対策事業」の負担金について、支出
額と引当金れい入額を相殺した残額を表示しています。相殺
した金額は566百万円です。

（4）当年度においては、以下の資産について、減損損失を計上
しております。

業務用資産については、キャッシュ・フローの相互補完性
および機能特性等を勘案のうえ一定の単位でグルーピングを
しており、遊休資産については、各資産毎の単位でグルーピ
ングをしております。
また、遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してい
ます。
当年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売

却価額であります。正味売却価額は精通者による査定価格
（合理的に算定された一定の評価額）に基づき算定しており
ます。

5 有価証券に関する注記
（1）有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおり
です。これらには、有価証券のほか、「外部出資勘定」中の
子会社関連会社等の株式が含まれています。以下（5）まで
同様です。
①売買目的有価証券
該当ありません。

②満期保有目的の債券で時価のあるもの

③その他有価証券で時価のあるもの

なお、上記評価差額に繰延税金資産1,532百万円を加えた
額△3,410百万円が「その他有価証券評価差額金」に含まれ
ています。

（2）当連結事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありま
せん。

（3）当連結事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおり
です。

（4）時価のない有価証券のうち、主なものの内容と連結貸借対
照表計上額は次のとおりです。

（5）その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の
債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりです。

（6）金銭の信託の保有目的区分別の内訳は次のとおりです。
運用目的の金銭の信託
連結貸借対照表計上額 14,099百万円
当連結事業年度の損益に含まれた
評価差額 △243

満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。

その他の金銭の信託
取得原価 20,028百万円
連結貸借対照表計上額 20,069
評価差額 41
うち益 105
うち損 64

なお、上記評価差額から繰延税金負債12百万円を差し
引いた金額28百万円が「その他有価証券評価差額金」に
含まれています。

6 退職給付に関する注記
（1）退職給付
①採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、
退職一時金制度を採用しています。
②退職給付債務及びその内訳
a 退職給付債務の額 3,949百万円
b 年金資産の額 －百万円
c 前払年金費用の額 －百万円
d 退職給付引当金の額 3,949百万円
e 未認識過去勤務債務の額 －百万円
f 未認識数理計算上の差異 －百万円
g 会計基準変更時差異の未処理額 －百万円

③退職給付費用の内訳
a 勤務費用の額 174百万円
b 利息費用の額 79百万円
c 期待運用収益の額 －百万円

国 債  

金 融 債  

外国証券 

合 計  

40,757 

8,000 

3,000 

51,757 

40,681 

8,053 

2,786 

51,521 

△76 

53 

△213 

△236 

76 

54 

－ 

130 

152 

0 

213 

367

連結貸借 

対照表計上額 
時　価 差　額 うち益 うち損 

（単位：百万円） 

株 式  

債 券  

国 債  

地方債  

政保債  

金融債  

社 債  

外国証券 

そ の 他  

合 計  

1,162 

458,131 

220,519 

113,860 

14,207 

11,500 

38,676 

59,367 

28,278 

487,573 

2,642 

450,630 

216,062 

112,118 

14,066 

11,354 

38,326 

58,703 

29,357 

482,630 

1,480 

△7,501 

△4,456 

△1,741 

△141 

△145 

△350 

△664 

1,078 

△4,942 

1,487 

587 

371 

65 

－ 

－ 

65 

84 

1,227 

3,302 

6 

8,088 

4,828 

1,807 

141 

145 

416 

749 

149 

8,244

取得原価又は 

償却原価 

連結貸借 

対照表計上額 
評価差額 うち益 うち損 

（単位：百万円） 

債 券  

国 債  

地 方 債  

政 保 債  

金 融 債  

社 債  

外国証券 

そ の 他  

合 計  

17,059 

9,605 

4,699 

－ 

－ 

2,753 

－ 

－ 

17,059 

253,952 

146,617 

55,346 

5,111 

19,354 

16,484 

11,038 

3,608 

257,561 

144,735 

38,958 

52,072 

8,954 

－ 

3,369 

41,380 

3,173 

147,909 

86,640 

61,638 

－ 

－ 

－ 

15,717 

9,283 

1,366 

88,006

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

（単位：百万円） 

主な用途
遊休資産
合　　計

種　類
土地建物動産等

減損損失
163百万円
163百万円

売却額
235,823百万円

売却益
268百万円

売却損
2,014百万円

内　容
その他有価証券
非上場株式（店頭売買株式を除く）

連結貸借対照表計上額

69百万円
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d 過去勤務債務の費用処理額 －百万円
e 数理計算上の差異の費用処理額 △14百万円
f 会計基準変更時差異の費用処理額 －百万円
g 退職給付債務の計算の基礎としなかった
臨時の支払退職金 －百万円

④退職給付債務等の計算基礎
a 採用した割引率は2.0％としています。
b 退職給付見込額については、発生給付評価方法に基づ
き、勤務年数による期間按分方式を採用しています。

c 過去勤務債務は発生年度における一括処理としていま
す。

d 数理計算上の差異は発生年度における一括処理として
います。

（2）物件費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済
組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等
を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共
済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費
用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上してい
ます。
なお、当連結事業年度において存続組合に対して拠出した特
例業務負担金の額は26百万円となっております。
また、存続組合より示された平成19年3月末現在における平
成44年3月までの特例業務負担金の将来見込額は655百万円
となっています。

7 税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等
繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は次のとおりです。

（2）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

繰延税金資産 
　貸倒引当金超過額 2,285 
　相互援助積立金 942 
　退職給付引当金超過額・賞与引当金 1,180 
　その他有価証券・その他金銭の信託 2,575 
　その他 1,513 
繰延税金資産小計 8,496 
評価性引当額 △3,750 
繰延税金資産合計（A） 4,746 
繰延税金負債 
　その他有価証券・その他金銭の信託 △1,056 
　その他 － 
繰延税金負債合計（B） △1,056 
繰延税金資産の純額（A）＋（B） 3,690 
 

当年度 
（単位：百万円） 

法定実効税率 31.0 
（調整） 
事業分量配当金等永久に損金に算入される項目 △5.9 
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7 
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.8 
評価性引当金 6.8 
その他 △0.7 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.1

当年度 
（単位：％） 
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1 連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項に関する注記

（1）連結の範囲に関する事項
全ての子会社（2社）を連結しております。
子会社は、67ページに記載の通りです。

（2）持分法の適用に関する事項
持分法を適用する非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。
（3）連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項

当会及び連結される全ての子会社の決算日は、毎年3月末
日であります。
連結される子会社は、それぞれの決算日の財務諸表により、
必要な調整を行い連結しております。

（4）連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関
する事項
当会の出資と子会社の資本との連結に伴う子会社の資産と

負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。
（5）連結調整勘定の償却方法及び償却期間

連結調整勘定は、ありません。
なお、今後新たに発生した場合は、同様にその年度におい

て一括償却する方針であります。
（6）剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益
処分に基づいて、作成しております。

（7）連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等
物の範囲
①　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び
現金同等物）の範囲は、連結貸借対照表上の「現金」並び
に「預け金」中の当座預け金、普通預け金及び通知預け金
であります。
②　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記
されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
平成19年3月31日
現金及び預け金勘定 983,216百万円
別段預け金、定期預け金 △893,166百万円
現金及び現金同等物 90,050百万円

平成20年3月31日
現金及び預け金勘定 1,151,066百万円
別段預け金、定期預け金 △845,705百万円
現金及び現金同等物 305,361百万円

2 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
（2）有価証券（外部出資勘定の株式を含む。）の評価基準及び
評価方法は、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見
書」（平成11年1月22日企業会計審議会）に基づき、有価証
券の保有目的区分ごとに次のとおり行っています。
・売買目的の有価証券…時価法（売却原価は移動平均法に

より算定）
・満期保有目的の債券…定額法による償却原価法（売却原

価は移動平均法により算定）
・子会社・子法人等株式
及び関連法人等株式…取得原価法（売却原価は移動平均

法により算定）
・その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

時価のないもの…取得原価法（売却原価は移動平均
法により算定）

なお、取得価額と券面金額との差額のうち金利調整と認
められる部分については、償却原価法による取得価額の修
正を行っています。

（3）金銭の信託（合同運用を除く。）において信託財産を構成

している有価証券の評価基準及び評価方法は、上記（2）の
有価証券と同様の方法によっており、信託の契約単位ごとに
当年度末の信託財産構成物である資産及び負債の評価額の合
計額をもって連結貸借対照表に計上しています。

（4）デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。
（5）有形固定資産の減価償却は、それぞれ次の方法により行い、
資産から直接減額して計上しています。
建物　定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建

物（建物附属設備を除く。）については、定額法）
を採用しています。なお、主な耐用年数は7年～50
年です。

動産　定率法を採用しています。なお、主な耐用年数は2
年～20年です。
なお、平成19年度税制改正に伴い、平成19年4月1日

以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人
税法に基づく償却方法により減価償却費を計上しており
ます。この変更により、経常利益及び税引前当期利益は、
従来の方法によった場合に比べ11百万円減少しており
ます。
また、当年度より、平成19年3月31日以前に取得し

た有形固定資産については、償却可能限度額に達した事
業年度の翌事業年度以後、残存価格を5年間で均等償却
しております。
なお、これによる貸借対照表等に与える影響は軽微で

あります。
（6）無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しています。
そのうち自社利用ソフトウェアについては、当会における利
用可能期間（原則5年）に基づいて償却しています。

（7）外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円
換算額を付しています。

（8）引当金の計上方法
①貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている「経理規程（資産の評価
および償却・引当の計上基準）」に則り、次のとおり計上
しています。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生してい

る債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）
に係る債権については、以下なお書きに記載されている直
接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証
による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しており
ます。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破
綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破
綻懸念先」という。）に係る債権のうち、債権の元本の回
収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に
見積もることができる債権については、当該キャッシュ・
フローを当会の貸出シェアで按分した金額と債権額から担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
した残額との差額を計上し、キャッシュ・フローを合理的
に見積もることのできない債権については、債権額から担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除
し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し
必要と認める額を計上しています。さらに、今後の管理に
注意を要する債務者に対する債権のうち、与信額一定額以
上の大口債務者に係る債権については、破綻懸念先債権に
準じ、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ
ュ・フローを合理的に見積もるなどの方法をもって引当金
を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸

倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき算定した額と税
法基準に基づき算定した繰入限度額とを比較し、いずれか
多い額（当期は税法基準を採用）を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査

定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した統括部
署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上
記の引当を行っています。
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なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権
等については、債権額からの担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込
額として債権額から直接減額しており、その金額は7,944
百万円であります。
②相互援助積立金

相互援助積立金は、「北海道JAバンク支援制度要領」に
基づき、農協信用事業の安定と信用向上に資することを目
的として、同制度に定める農業協同組合の貯金量の一定割
合等に基づく所要額を計上しております。
③退職給付引当金

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当年
度末における退職給付債務に基づき、必要額を計上してい
ます。また、数理計算上の差異の費用処理方法は、発生年
度における一括処理としております。
なお、子会社については、簡便法を適用し、当事業年度

末における職員の自己都合退職による場合の要支給額を基
礎として計上しております。
④賞与引当金

賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員
に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計
上しています。
⑤役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金支給に備える
ため、「役員退職慰労金支給規程」等に基づき、将来の支
給見込額のうち当年度末までに発生していると認められる
額を基礎として計上しています。
⑥特定債務者支援引当金

特定債務者支援引当金には、北海道農業協同組合中央会
の「北海道JA経営基盤強化総合対策事業」及び「JA釧路市
対策事業」に基づく、当会の将来負担見込額を計上してい
ます。
⑦外部出資等損失引当金

外部出資等損失引当金は、外部出資に対する損失に備え
るため、外部出資先の財務状況等を勘案して必要と認めら
れる額を計上しています。

（9）リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取
引に準じた会計処理によっています。

（10）消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の
会計処理は、税抜方式によっています。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当年度の費

用に計上しています。
（11）「農業協同組合法施行規則」（平成17年農林水産省令第
27号）別紙様式が「農業協同組合法施行規則の一部を改正
する省令」（農林水産省令第17号平成20年3月28日）により
改正され、平成20年3月28日から施行されたことに伴い、
従来の「役員退任慰労引当金」は、「役員退職慰労引当金」
として表示しております。

（12）「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）及
び「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会
会計制度委員会報告第14号）等における有価証券の範囲に
関する規定が一部改正され（平成19年6月15日付及び同7月
4日付）、金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度か
ら適用されることになったことに伴い、当年度から改正会計
基準及び実務指針を適用しております。

3 連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額は6,365百万円、圧縮記帳
額は608百万円です。

（2）リース契約により使用する重要な固定資産は、連結貸借対
照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している
重要な固定資産として電子計算機等があり、未経過リース料
年度末残高相当額は534百万円です。

（3）担保に供している資産は次のとおりです。
担保に供している資産　　　差入保証金　　1百万円

担保資産に対応する債務　　貯金　　　　　3百万円
上記のほか、為替決済取引及び当座借越取引の担保として

定期預金82,000百万円、公金収納事務取扱等に係る差入保
証金として1百万円をそれぞれ差し入れています。

（4）理事、経営管理委員及び監事との間の取引による金銭債権
はありません。

（5）理事、経営管理委員及び監事との間の取引による金銭債務
はありません。

（6）貸出金のうち、破綻先債権額はありません。延滞債権額は
5,886百万円です。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当

期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取
立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな
かった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収
利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭
和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに
掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出
金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破

綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

（7）貸出金のうち、3か月以上延滞債権額はありません。
なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約

定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸出金で破綻先
債権及び延滞債権に該当しないものです。

（8）貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は1,177百万円です。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決め
を行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞
債権に該当しないものです。

（9）破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸
出条件緩和債権額の合計額は7,064百万円です。
なお、（6）から（9）に掲げた債権額は、貸倒引当金控除

前の金額です。
（10）割引手形は、業種別監査委員会報告第24号に基づき、金
融取引として処理しています。これにより受け入れた商業手
形は、自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面
金額は229百万円です。

（11）当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契
約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上
規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで
資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約
に係る融資未実行残高は、339,266百万円であります。

（12）貸出金には、他の債権よりも債務の履行が後順位である
旨の特約が付された劣後特約付貸出金29,500百万円が含ま
れています。

（13）借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である
旨の特約が付された劣後特約付借入金25,800百万円が含ま
れています。

（14）土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律
第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差
額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して
います。
再評価を行った年月日　平成11年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公
布政令第119号）第2条4号に定める地価税に基づいて、
再評価後の水準を公の適正地価である公示価格水準とし、
その公示価格を基礎としている路線価・固定資産税評価
額を基礎に合理的な調整を行って算出しています。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当年
度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の
帳簿価額の合計額との差額　3,288百万円
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連結注記表（平成19年度）

4 連結損益計算書に関する注記
（1）その他経常費用に含まれる貸出金償却は、すでに個別貸倒
引当金を引き当てていた債権について、償却額と引当金れい
入額を相殺した残額を表示しています。相殺した金額は
1,476百万円です。

（2）その他経常費用に含まれる債権売却損は、すでに個別貸倒
引当金を引き当てていた債権について、売却損額と引当金れ
い入額を相殺した残額を表示しています。相殺した金額は
15百万円です。

（3）物件費は、すでに特定債務者支援引当金を引き当てていた
北海道農業協同組合中央会の「北海道JA経営基盤強化総合対
策事業」及び「JA釧路市対策事業」の負担金について、支出
額と引当金れい入額を相殺した残額を表示しています。相殺
した金額は565百万円です。

（4）当年度においては、以下の資産について、減損損失を計上
しております。

業務用資産については、キャッシュ・フローの相互補完性
および機能特性等を勘案のうえ一定の単位でグルーピングを
しており、遊休資産については、各資産毎の単位でグルーピ
ングをしております。
また、遊休資産については、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してい
ます。
当年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売

却価額であります。正味売却価額は合理的に算定された一定
の評価額としております。

5 有価証券に関する注記
（1）有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおり
です。これらには、有価証券のほか、「外部出資勘定」中の
子会社関連会社等の株式が含まれています。以下（5）まで
同様です。
①売買目的有価証券
該当ありません。

②満期保有目的の債券で時価のあるもの

③その他有価証券で時価のあるもの

時価が著しく下落したことにより、その他有価証券のうち
株式について28百万円、外国証券について29,636百万円、
受益証券について232百万円の減損処理を行っております。
「時価が著しく下落した」と判断するための「合理的な基準」
として、個別銘柄毎に期末日の時価が取得原価の30％以上
下落した場合、回復する見込があると認められる場合を除き、
著しく下落したものとして減損処理を行っております。
なお、上記評価差額に繰延税金資産1,629百万円を加えた

額△11,194百万円が「その他有価証券評価差額金」に含ま
れています。

（2）当連結事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありま
せん。

（3）当連結事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおり
です。

（4）時価のない有価証券のうち、主なものの内容と連結貸借対
照表計上額は次のとおりです。

（5）その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の
債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりです。

（6）金銭の信託の保有目的区分別の内訳は次のとおりです。
運用目的の金銭の信託
連結貸借対照表計上額 9,895百万円
当連結事業年度の損益に含まれた
評価差額 △270

満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。

その他の金銭の信託
取得原価 13,970百万円
連結貸借対照表計上額 13,558
評価差額 △411
うち益 55
うち損 467

なお、上記評価差額に繰延税金資産127百万円を加えた
額△284百万円が「その他有価証券評価差額金」に含まれ
ています。

6 退職給付に関する注記
（1）退職給付
①採用している退職給付制度の概要

職員の退職給付にあてるため、退職給与規程に基づき、
退職一時金制度を採用しています。
②退職給付債務及びその内訳
a 退職給付債務の額 3,925百万円
b 年金資産の額 －百万円

国 債  

金 融 債  

外国証券 

合 計  

40,592 

8,000 

3,000 

51,592 

41,332 

8,086 

2,870 

52,288 

739 

86 

△129 

695 

739 

86 

－ 

825 

－ 

－ 

129 

129

連結貸借 

対照表計上額 
時　価 差　額 うち益 うち損 

（単位：百万円） 

株 式  

債 券  

国 債  

地方債  

政保債  

金融債  

社 債  

外国証券 

そ の 他  

合 計  

1,252 

444,587 

190,956 

100,246 

14,170 

25,500 

46,367 

67,346 

31,220 

477,059 

1,899 

437,588 

187,137 

99,924 

14,371 

25,447 

46,422 

64,285 

24,747 

464,235 

647 

△6,998 

△3,818 

△321 

200 

△52 

54 

△3,061 

△6,472 

△12,824 

647 

1,498 

771 

319 

200 

33 

151 

21 

－ 

2,145 

－ 

8,496 

4,589 

640 

－ 

86 

97 

3,082 

6,472 

14,969

取得原価または 

償却原価 

連結貸借 

対照表計上額 
評価差額 うち益 うち損 

（単位：百万円） 

債 券  

国 債  

地 方 債  

政 保 債  

金 融 債  

社 債  

外国証券 

そ の 他  

合 計  

60,561 

24,371 

17,278 

－ 

998 

17,912 

－ 

415 

60,977 

248,424 

130,925 

56,849 

9,382 

32,448 

13,874 

4,942 

2,255 

250,679 

110,246 

22,891 

25,796 

4,988 

－ 

2,072 

54,497 

1,967 

112,213 

69,949 

49,541 

－ 

－ 

－ 

12,562 

7,845 

－ 

69,949

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

（単位：百万円） 

売却額
39,519百万円

売却損
3,505百万円

売却益
876百万円

内　容
その他有価証券
非上場株式（店頭売買株式を除く）

連結貸借対照表計上額

289百万円

主な用途
遊休資産
合　　計

種　類
土地建物動産等

減損損失
1百万円
1百万円
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c 前払年金費用の額 －百万円
d 退職給付引当金の額 3,925百万円
e 未認識過去勤務債務の額 －百万円
f 未認識数理計算上の差異 －百万円
g 会計基準変更時差異の未処理額 －百万円

③退職給付費用の内訳
a 勤務費用の額 172百万円
b 利息費用の額 78百万円
c 期待運用収益の額 －百万円
d 過去勤務債務の費用処理額 －百万円
e 数理計算上の差異の費用処理額 △5百万円
f 会計基準変更時差異の費用処理額 －百万円
g 退職給付債務の計算の基礎としなかった
臨時の支払退職金 －百万円

④退職給付債務等の計算基礎
a 採用した割引率は2.0％としています。
b 退職給付見込額については、発生給付評価方法に基づ
き、勤務年数による期間按分方式を採用しています。

c 過去勤務債務は発生年度における一括処理としていま
す。

d 数理計算上の差異は発生年度における一括処理として
います。

（2）物件費には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済
組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等
を廃止する等の法律附則第57条の規定に基づき、旧農林共
済組合（存続組合）が行う特例年金給付等の業務に要する費
用に充てるため拠出した特例業務負担金を含めて計上してい

ます。
なお、当連結事業年度において存続組合に対して拠出した特例

業務負担金の額は27百万円となっております。
また、存続組合より示された平成20年3月末現在における平成

44年3月までの特例業務負担金の将来見込額は660百万円となっ
ています。

7 税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳等
繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は次のとおりです。

（2）法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因
当事業年度は、税引前当期損失であるため、注記を省略してお

ります。

確　認　書

私は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度にかかるディスクロー

ジャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において関係

諸法令に準拠して適正に表示されていることを確認しました。

当該確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の態勢が整備され、有効

に機能していることを確認しました。

・業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する態勢が整備され

ております。

・業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理態勢の適切性・有効性を検証

しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

・重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

平成 年 月 日

北海道信用農業協同組合連合会

代表理事理事長　

〔確認書の補足説明〕
主務省（金融庁および農林水産省）の指導に基づき、代表者が『財務諸表の適正性及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性』を確認している旨
をディスクロージャー誌に記載するものです。
なお、「財務諸表」とは「単体財務諸表、連結財務諸表、連結キャッシュフロー計算書および注記表」を指しています。

繰延税金資産 
　貸倒引当金超過額 
　相互援助積立金 
　退職給付引当金超過額・賞与引当金 
　その他有価証券・その他金銭の信託 
　その他 
繰延税金資産小計 
評価性引当額 
繰延税金資産合計（A） 
繰延税金負債 
　その他有価証券・その他金銭の信託 
繰延税金負債合計（B） 
繰延税金資産の純額（A）＋（B） 

当年度 
（単位：百万円） 

2,072 
942 

1,205 
2,433 
10,791 
17,444 
△12,709 
4,735 

 
△675 
△675 
4,059
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主要経営指標

◆最近5年間の主要な経営指標

◆利益総括表

平成18年度 平成19年度 増　　減 

（単位：百万円） 

資 金 運 用 収 支  

役 務 取 引 等 収 支  

そ の 他 事 業 収 支  

事 業 粗 利 益  

（ 事 業 粗 利 益 率 ） 

業 務 純 益  

9,806 

1,718 

△1,556 

9,968 

（0.47％） 

3,756

8,284 

1,721 

△33,315 

△23,308 

（△1.07％） 

△29,282

△1,522 

2 

△31,758 

△33,277 

（△1.54％） 

△33,038

注）　1．資金運用収支＝資金運用収益－（資金調達費用－金銭の信託運用見合費用） 
2．役務取引等収支＝役務取引等収益－役務取引等費用 
3．その他事業収支＝その他事業収益－その他事業費用 
4．事業粗利益＝資金運用収支＋役務取引等収支＋その他事業収支 
5．事業粗利益率＝事業粗利益／資金運用勘定平均残高×100

◆利益率

平成18年度 平成19年度 増　　減 

（単位：％） 

総 資 産 経 常 利 益 率  

純 資 産 経 常 利 益 率  

総資産当期純利益率 

純資産当期純利益率 

0.18 

4.87 

0.14 

3.79

△1.31 

△34.64 

△1.29 

△34.19

△1.49 

△39.51 

△1.43 

△37.98

注）　1．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100 
2．純資産経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×100 
3．総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100 
4．純資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×100
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平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

（単位：百万円） 

経 常 収 益  

経 常 利 益  

当 期 未 処 分 剰 余 金  

（ 当 期 剰 余 金 ） 

出 資 金  

（ 出 資 口 数 ） 

貯 金 等 残 高  

貸 出 金 残 高  

有 価 証 券 残 高  

剰 余 金 配 当 金 額  

普 通 出 資 配 当 額  

後 配 出 資 配 当 額  

事 業 分 量 配 当 額  

職 員 数  

単 体 自 己 資 本 比 率  

純 資 産 額  

総 資 産 額  

25,837 

2,859 

7,001 

（2,465） 

35,716 

（3,571,611口） 

1,944,824 

442,418 

600,203 

1,301 

264 

224 

811 

384人 

14.77％ 

76,527 

2,104,946 

25,957 

2,999 

7,849 

（2,649） 

35,716 

（3,571,612口） 

1,999,149 

481,887 

697,277 

1,344 

264 

224 

854 

368人 

16.33％ 

83,184 

2,188,159 

25,656 

4,435 

7,246 

（3,257） 

35,716 

（3,571,612口） 

2,008,957 

496,922 

721,302 

1,883 

264 

224 

1,393 

364人 

14.87％ 

72,595 

2,170,477 

27,892 

4,032 

7,051 

（3,136） 

35,716 

（3,571,612口） 

2,067,655 

529,499 

534,387 

1,366 

264 

224 

877 

358人 

15.98％ 

78,396 

2,234,693 

32,064 

△29,436 

△25,000 

（△29,057） 

35,716 

（3,571,612口） 

2,155,461 

499,824 

515,828 

－ 

－ 

－ 

－ 

358人 

10.33％ 

39,876 

2,285,155

注）　1．貯金等残高には譲渡性貯金を含んでいます。 
2．単体自己資本比率は、自己資本比率算出基準が改正され、平成18年度から新基準に基づき算出しています。 
3．総資産額は貸倒引当金および外部出資等損失引当金を資産から控除して算出しています。 

平成19年度 



平成18年度 平成19年度 増　　減 

（単位：％） 

期 末  

期 中 平 均  

期 末  

期 中 平 均  

25.61 

26.13 

25.85 

32.03

23.19 

25.10 

23.93 

27.65

△2.42 

△1.03 

△1.92 

△4.38

貯 貸 率  

貯 証 率  

注）　1．貯貸率（期末）＝貸出金残高／貯金残高×100 
2．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100 
3．貯証率（期末）＝有価証券残高／貯金残高×100 
4．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100
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◆貯貸率・貯証率

◆受取・支払利息の増減額

平成18年度増減額 平成19年度増減額 

（単位：百万円） 

2,463 

706 

675 

2 

－ 

1,080 

△1 

1,503 

1,362 

53 

32 

54 

960

3,390 

671 

△332 

△1 

－ 

3,054 

△1 

4,922 

4,651 

204 

50 

15 

△1,532

受 取 利 息  

貸 出 金  

有 価 証 券  

コ ー ル ロ ー ン  

買 入 手 形  

預 け 金  

そ の 他  

支 払 利 息  

貯 金  

譲 渡 性 貯 金  

借 用 金  

そ の 他  

差 し 引 き  

 

う ち  

 

 

 

 

 

 

う ち  

注）　1．増減額は前年度対比です。 
2．受取利息の預け金には、受取奨励金および受取特別配当金が含まれています。 
3．支払利息の貯金には、支払奨励金が含まれています。 

◆資金運用・調達の状況

― ― 

平成19年度 平成18年度 

利回り 平均残高 利　息 平均残高 利　息 利回り 
区　　分 

（単位：百万円） 

 

資 金 運 用 勘 定  

う ち 貸 出 金  

う ち 預 け 金  

う ち 有 価 証 券 

資 金 調 達 勘 定  

う ち 貯 　 金  

う ち 借 用 金  

総 資 金 利 ざ や  

2,127,298 

540,301 

924,018 

662,243 

2,078,084 

2,071,006 

25,800

22,732 

7,307 

8,412 

7,001 

12,763 

12,606 

246

1.07％ 

1.35％ 

0.91％ 

1.06％ 

0.61％ 

0.61％ 

0.96％ 

0.16％ 

2,177,378 

532,741 

1,057,270 

586,930 

2,121,151 

2,122,556 

25,800

26,122 

7,978 

11,466 

6,669 

17,573 

17,462 

297

1.20％ 

1.50％ 

1.08％ 

1.14％ 

0.83％ 

0.82％ 

1.15％ 

0.09％ 

注）　1．貯金には譲渡性貯金が含まれています。 
2．資金運用勘定の「うち預け金」の利息には、受取奨励金及び受取特別配当金が含まれています。 
3．資金調達勘定の「うち貯金」の利息には、支払奨励金が含まれています。 
4．資金調達勘定計の平均残高及び利息は金銭の信託運用見合額及び金銭の信託運用見合費用を控除しています。 
5．総資金利ざやは、総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価率で算出しております。 
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貯金に関する指標

◆科目別貯金平均残高

平成18年度 平成19年度 増　　減 

（単位：百万円、％） 

流 動 性 貯 金  

定 期 性 貯 金  

そ の 他 の 貯 金  

計 

譲 渡 性 貯 金  

合 計  

△4,002 

68,508 

△15,491 

49,014 

2,535 

51,549

121,482 

1,813,027 

80,364 

2,014,874 

56,132 

2,071,006

（　 5.87） 

（  87.54） 

（　 3.88） 

（  97.29） 

（　 2.71） 

（100.00） 

117,479 

1,881,535 

64,872 

2,063,888 

58,668 

2,122,556

（　 5.53） 

（  88.64） 

（　 3.06） 

（  97.24） 

（　 2.76） 

（100.00） 

注）　1．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金　2．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金　3．（　）内は構成比です。 

貸出金等に関する指標

◆科目別・貸出先別貸出金平均残高

平成18年度 平成19年度 増　　減 

（単位：百万円、％） 

手 形 貸 付  

証 書 貸 付  

当 座 貸 越  

割 引 手 形  

合 計  

注）　（　）内は構成比です。 

総 合 農 協  

そ の 他 農 協 連 合 会  

会 員 の 組 合 員  

准 会 員  

計 

地 方 公 共 団 体  

金 融 機 関  

そ の 他  

計 

会 

 

員 

員 

外 

貸

出

先

別 

△2,476 

17,808 

△22,847 

△44 

△7,560 

4,717 

△30,659 

△666 

△5,728 

△32,336 

657 

6,145 

17,973 

24,776

20,134 

371,507 

148,423 

235 

540,301 

40,598 

101,207 

18,485 

113,097 

273,388 

38,340 

55,467 

173,105 

266,913

（ 3.73） 

（ 68.76） 

（ 27.47） 

（ 0.04） 

（100.00） 

（ 7.51） 

（ 18.73） 

（ 3.42） 

（ 20.93） 

（ 50.60） 

（ 7.10） 

（ 10.27） 

（ 32.04） 

（ 49.40） 

17,657 

389,316 

125,576 

191 

532,741 

45,316 

70,547 

17,819 

107,368 

241,051 

38,997 

61,613 

191,079 

291,689

（ 3.31） 

（ 73.08） 

（ 23.57） 

（ 0.04） 

（100.00） 

（ 8.51） 

（ 13.24） 

（ 3.34） 

（ 20.15） 

（ 45.25） 

（ 7.32） 

（ 11.57） 

（ 35.87） 

（ 54.75） 

◆貸出金の金利条件別内訳残高

平成18年度末 平成19年度末 増　　減 

（単位：百万円、％） 

固 定 金 利 貸 出  

変 動 金 利 貸 出  

合 計  

注）　（　）内は構成比です。 

△55,068 

25,393 

△29,674

292,997 

236,501 

529,499

（ 55.33） 

（ 44.67） 

（100.00） 

237,929 

261,895 

499,824

（ 47.60） 

（ 52.40） 

（100.00） 

◆定期貯金残高

平成18年度末 平成19年度末 増　　減 

（単位：百万円、％） 

定 期 貯 金  

うち固定自由金利定期  

　　変動自由金利定期  

56,771 

56,771 

0

注）　1．固定自由金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金 
2．変動自由金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金 
3．（　）内は構成比です。 

1,862,641 

1,862,620 

21

（100.00） 

（100.00） 

（ 0.00） 

1,919,412 

1,919,391 

21

（100.00） 

（100.00） 

（ 0.00） 
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◆貸出金の担保別内訳

平成18年度末 平成19年度末 増　　減 

（単位：百万円） 

貯 金 等  

有 価 証 券  

動 産  

不 動 産  

そ の 他 担 保 物  

計 

農 業 信 用 基 金 協 会 保 証  

そ の 他 保 証  

計 

信 用  

合 計  

38,509 

1,751 

－ 

17,812 

8,047 

66,121 

33,644 

40,991 

74,635 

388,742 

529,499

31,571 

1,224 

－ 

15,893 

4,867 

53,556 

29,283 

32,765 

62,048 

384,219 

499,824

△6,938 

△527 

0 

△1,919 

△3,180 

△12,565 

△4,361 

△8,226 

△12,587 

△4,523 

△29,675

◆債務保証の担保別内訳

平成18年度末 平成19年度末 増　　減 

（単位：百万円） 

貯 金 等  

有 価 証 券  

動 産  

不 動 産  

そ の 他 担 保 物  

計 

信 用  

合 計  

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

36,123 

36,123

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

36,761 

36,761

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

638 

638

◆業種別の貸出金残高

平成18年度末 平成19年度末 増　　減 

（単位：百万円、％） 

農 業  

林 業  

水 産 業  

製 造 業  

鉱 業  

建 設 業  

電気・ガス・熱供給・水道業 

運 輸 ・ 通 信 業  

卸 売 ・ 小 売 業 ・ 飲 食 店  

金 融 ・ 保 険 業  

不 動 産 業  

サ ー ビ ス 業  

地 方 公 共 団 体  

そ の 他  

合 計  

注）　（　）内は構成比です。 

△873 

－ 

－ 

△7,037 

－ 

313 

633 

305 

868 

△2,685 

△3,515 

△19,207 

1,528 

△3 

△29,674

14,026 

－ 

－ 

54,105 

－ 

2,409 

9,379 

1,770 

54,581 

91,999 

36,294 

225,949 

38,859 

124 

529,499

（ 2.65） 

（    －） 

（    －） 

（ 10.22） 

（    －） 

（ 0.45） 

（ 1.77） 

（ 0.33） 

（ 10.31） 

（ 17.37） 

（ 6.85） 

（ 42.67） 

（ 7.34） 

（ 0.02） 

（100.00） 

13,152 

－ 

－ 

47,068 

－ 

2,722 

10,013 

2,076 

55,449 

89,313 

32,779 

206,741 

40,387 

121 

499,824

（ 2.63） 

（    －） 

（    －） 

（ 9.42） 

（    －） 

（ 0.54） 

（ 2.00） 

（ 0.42） 

（ 11.09） 

（ 17.87） 

（ 6.56） 

（ 41.36） 

（ 8.08） 

（ 0.02） 

（100.00） 

◆貸出金の使途別内訳

平成18年度末 平成19年度末 増　　減 

（単位：百万円） 

設 備 資 金  

運 転 資 金  

合 計  

3,313 

△32,987 

△29,674

78,409 

451,090 

529,499

（14.81） 

（85.19） 

（100.00） 

81,722 

418,102 

499,824

（16.35） 

（83.65） 

（100.00） 

注）　（　）内は構成比です。 
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◆リスク管理債権残高

保　全　額 

担　保　等 保　証 引　当　等 合　計 
残　　高 

（単位：百万円） 

平成18年度末 

平成19年度末 

破 綻 先 債 権 額  

延 滞 債 権 額  

3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 額  

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額  

合 計  

 

破 綻 先 債 権 額  

延 滞 債 権 額  

3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 額  

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額  

合 計  

注）　1．破綻先債権……元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計
上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号イからホまでに掲げる
事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金をいいます。 
2．延滞債権……未収利息不計上貸出金であって、注1に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外の貸出金を
いいます。 
3．3カ月以上延滞債権……元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金（注1・2に掲げるものを除く。）をいいます。 
4．貸出条件緩和債権……債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
取決めを行った貸出金（注1・2・3に掲げるものを除く。）をいいます。 
5．保全額……下記「金融再生法に基づく開示債権」も同様 
（1）担保等・保証……リスク管理債権のうち、担保付貸出金について当該担保の処分可能見込額、保証付貸出金について当該保証による回収可能見込額等の合計額を
表示しています。 

（2）引当等……リスク管理債権のうち、個別債務者への貸出金の状況に応じ、回収不能に備え個別貸倒引当金（間接償却）に繰り入れた場合はその引当金残高を計上
し、個別貸倒引当金による引当の対象とならない貸出金については、一般貸倒引当金のうち、貸倒実績率によって計算された額を計上しています。 
なお、引当等には、自己査定による回収見込額を含んで計上しています。 

3,719 

7,115 

－ 

1,781 

12,615 

 

－ 

5,886 

－ 

1,177 

7,064 

2,364 

1,191 

－ 

514 

4,070 

 

－ 

1,097 

－ 

281 

1,378 

－ 

18 

－ 

－ 

18 

 

－ 

93 

－ 

－ 

93 

1,355 

5,846 

－ 

689 

7,891 

 

－ 

4,641 

－ 

183 

4,825 

3,719 

7,056 

－ 

1,204 

11,980 

 

－ 

5,832 

－ 

464 

6,297

◆金融再生法に基づく開示債権残高

保　全　額 

担　保　等 保　証 引　当　等 合　計 
残　　高 

（単位：百万円） 

平成18年度末 

平成19年度末 

破産更生債権およびこれらに準ずる債権 

危 険 債 権  

要 管 理 債 権  

小 計  

正 常 債 権  

合 計  

 

破産更生債権およびこれらに準ずる債権 

危 険 債 権  

要 管 理 債 権  

小 計  

正 常 債 権  

合 計  

注）　上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第132号）第6条に基づき、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、
次のとおり区分したものです。 
（1）破産更生債権およびこれらに準ずる債権……破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及び
これらに準ずる債権をいいます。 

（2）危険債権……債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができない可
能性の高い債権をいいます。 

（3）要管理債権……3月以上延滞債権で上記（1）及び（2）に該当しないもの及び貸出条件緩和債権をいいます。 
（4）正常債権……債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記（1）から（3）に掲げる債権以外のものに区分される債権をいいます。 

7,310 

3,986 

1,781 

13,078 

553,525 

566,603 

 

3,031 

3,273 

1,177 

7,482 

530,017 

537,500 

3,219 

564 

514 

4,299 

 

 

 

585 

692 

281 

1,558 

 

 

1 

19 

－ 

20 

 

 

 

0 

94 

－ 

95 

 

 

3,972 

3,402 

689 

8,065 

 

 

 

2,346 

2,484 

183 

5,015 

 

 

7,193 

3,986 

1,204 

12,385 

 

 

 

2,932 

3,272 

464 

6,669
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期首残高 期末残高 期末残高 期首残高 期中増加額 期中増加額 
期中減少額 期中減少額 

平成19年度 

（単位：百万円） 

一般貸倒引当金 

個別貸倒引当金 

合 計  

2,525 

6,467 

8,993

－ 

285 

285

2,525 

6,151 

8,677

2,071 

6,090 

8,162

2,071 

6,090 

8,162

1,743 

4,757 

6,501

－ 

1,492 

1,492

2,071 

4,568 

6,640

1,743 

4,788 

6,532

その他 目的使用 目的使用 その他 

平成18年度 

2,071 

6,060 

8,132

◆貸出金償却の額 （単位：百万円） 

2 2貸 出 金 償 却 額  

平成18年度 平成19年度 

◆種類別有価証券平均残高

平成18年度 平成19年度 増　　減 

（単位：百万円） 

国 債  

地 方 債  

短 期 社 債  

社 債  

株 式  

外 国 証 券  

そ の 他 の 証 券  

合 計  

327,711 

141,807 

－ 

116,332 

1,323 

53,931 

21,136 

662,243

256,833 

106,466 

－ 

82,768 

1,166 

103,932 

35,762 

586,930

△70,878 

△35,340 

－ 

△33,564 

△156 

50,001 

14,625 

△75,312

注）　1．当会が保有する有価証券は満期保有目的有価証券、その他有価証券であり、売買目的有価証券に該当するものはありません。（以下同様） 
2．貸付有価証券は有価証券の種類ごとに区分して記載しております。（以下同様） 

◆有価証券残存期間別残高

◆商品有価証券種類別平均残高…該当ありません。

（単位：百万円） 

平成18年度末 

国 債  

地 方 債  

短 期 社 債  

社 債  

株 式  

外 国 証 券  

その他の証券 

合 計  

平成19年度末 

国 債  

地 方 債  

短 期 社 債  

社 債  

株 式  

外 国 証 券  

その他の証券 

合 計  

9,605 

4,699 

－ 

2,753 

－ 

－ 

－ 

17,059 

 

24,371 

17,278 

－ 

18,910 

－ 

－ 

415 

60,977 

60,860 

34,971 

－ 

8,968 

－ 

5,017 

1,893 

111,711 

 

59,595 

19,135 

－ 

18,314 

－ 

2,699 

423 

100,168 

85,756 

20,374 

－ 

31,981 

－ 

6,021 

1,715 

145,849 

 

71,329 

37,714 

－ 

37,391 

－ 

2,243 

1,832 

150,511 

38,958 

51,391 

－ 

9,174 

－ 

14,781 

853 

115,159 

 

15,203 

25,796 

－ 

7,060 

－ 

16,629 

397 

65,087 

－ 

680 

－ 

3,150 

－ 

26,598 

2,320 

32,750 

 

7,688 

－ 

－ 

－ 

－ 

37,867 

1,570 

47,126 

61,638 

－ 

－ 

15,717 

－ 

9,283 

1,366 

88,006 

 

49,541 

－ 

－ 

12,562 

－ 

7,845 

－ 

69,949 

－ 

－ 

－ 

－ 

2,642 

－ 

21,208 

23,851 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,899 

－ 

20,107 

22,007 

256,819 

112,118 

－ 

71,746 

2,642 

61,703 

29,357 

534,387 

 

227,730 

99,924 

－ 

94,240 

1,899 

67,285 

24,747 

515,828

3年超 
5年以下 

5年超 
7年以下 

7年超 
10年以下 

期間の定め 
のないもの 1年以下 10年超 合　計 

1年超 
3年以下 

注）　保有区分が「その他有価証券」について、残高は期末の時価を適用しています。 

有価証券に関する指標
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有価証券等の時価情報

◆有価証券

 

売 買 目 的  

満 期 保 有 目 的  

そ の 他  

－ 

51,757 

487,573 

－ 

51,521 

482,630 

－ 

△236 

△4,942 

－ 

51,592 

477,059 

－ 

52,288 

464,235 

－ 

695 

△12,824

評価損益 取得価額 時　価 取得価額 時　価 評価損益 

平成19年度 平成18年度 
保有目的区分 

（単位：百万円） 

注）　1．本表記載の有価証券の取得価額は、取得原価または償却原価によっています。 
2．本表記載の有価証券の時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。 
3．売買目的有価証券については、時価を貸借対照表価額とし、評価損益については当期の損益に含めますが、平成18年度末、平成19年度末ともに該当はありません。 
4．満期保有目的有価証券については、取得価額を貸借対照表価額として計上しています。 
5．その他有価証券については、時価を貸借対照表価額としています。 

◆金銭の信託

 

運 用 目 的  

満 期 保 有 目 的  

そ の 他  

14,099 

－ 

20,028 

14,099 

－ 

20,069 

－ 

－ 

41 

9,895 

－ 

13,970 

9,895 

－ 

13,558 

－ 

－ 

△411

評価損益 取得価額 時　価 取得価額 時　価 評価損益 

平成19年度 平成18年度 
保有目的区分 

（単位：百万円） 

注）　1．本表記載の金銭の信託の時価は、期末日における市場価格等に基づく時価により金銭の信託の受託者が合理的に算出した価格によっています。 
2．運用目的の金銭の信託については、時価を貸借対照表額とし、評価損益は当期の損益に含めています。 
3．満期保有目的の金銭の信託については、取得価額を貸借対照表価額として計上しますが、平成18年度末、平成19年度末ともに該当はありません。 
4．その他目的の金銭の信託については時価を貸借対照表額としています。 

◆金利関連取引…該当ありません。

◆通貨関連取引…該当ありません。

◆債券関連取引…該当ありません。
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デリバティブ取引等

◆株式関連取引

注）　1．上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。 
2．時価の算定 
取引所取引については、東京金融取引所などにおける最終の価格によっています。 

 

取 引 所  

 

 

株 価 指 数 先 物  

 

株式指数オプション 

合　　　　　計 

売建 

買建 

売建 

買建 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1,946 

－ 

－ 

－ 

1,946 

△51 

－ 

－ 

－ 

△51 

△51 

－ 

－ 

－ 

△51

区　　　　　分 
評価損益 契約額等 時　価 契約額等 時　価 評価損益 

平成19年度 平成18年度 

（単位：百万円） 

受託貸付金

◆受託貸付金残高

農 林 漁 業 金 融 公 庫  

住 宅 金 融 支 援 機 構  

国 民 生 活 金 融 公 庫  

独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構  

独 立 行 政 法 人 農 業 者 年 金 基 金  

合 計  

261,939 

96,530 

2,347 

601 

3,981 

365,400 

255,589 

86,679 

2,196 

519 

3,199 

348,186

（単位：百万円） 

平成18年度末 平成19年度末 受 託 先  
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当会グループの概況

組織・事業の概況

当会グループは、当会および当会の子会社2社（北海道信連サービス株式会社および株式会社ジェイエイネッ
ト北海道）で構成され、信用事業および建物施設等の管理業務、信用事業等にかかるデータ伝送業務を主な事業
とし、さらに各事業・業務に関連する事業を展開しています。
当会および子会社の事業の概況は以下のとおりです。なお、当会はすべての子会社を連結の範囲に含めています。

◆北海道信用農業協同組合連合会（親会社）

当会は農業協同組合法に基づき、農業者・農協をはじめ企

業や地方公共団体等の事業に必要な資金の貸付や、全道農協、

関係団体等から貯金や定期積金の受入を行っています。

また、このほかに振込・代金取立等を行う為替業務や、農

協信用事業の機能・サービスの拡充・強化の支援を行う金融

推進業務、農林漁業金融公庫資金をはじめとした制度資金を

取り扱う受託業務等を行っています。

これらの業務の具体的な内容等は前述のとおりです。

◆北海道信連サービス株式会社（子会社）

当社は当会が所有する北農ビル、事務センター、研修施

設、職員住宅等福利厚生施設など建物施設等の管理をして

います。また、その他に当会の事業に付随し発生する文書

等の発送、保管業務や、当会及び会員農協の信用窓口等で

使用する帳票用紙、事務用品および研修・PR資材等の共

同調製等の業務を営んでいます。

◆株式会社ジェイエイネット北海道（子会社）

当会及び会員JAの信用窓口で行われる貯金、貸出、為

替等の取引データは、当社が所有するデータ専用回線を通

じ、JASTEMセンターのホストコンピュータでリアルタイ

ム処理されています。また、これらデータ専用回線の他、

当会の本・支所および事務センターを結ぶ電話回線につい

ても、当社が所有する音声系専用回線を利用しています。

◆当会及び子会社の事業系統図

会員の事業に必要な資金の貸付 
および貯金または定期積金の受入等 

信用事業に関わるデータ伝送
および当会本所・支所・事務セ
ンター間の電話音声の伝送 

北農ビル、事
務センター、研
修施設および
福利厚生施設
等の管理 

文書等の発送、
保管および事務
用品等の斡旋 

帳票用紙、事務用
品および研修・PR
資材等の斡旋 

会員JA等 

北海道信用農業協同組合連合会（信用事業） 

株式会社 
ジェイエイネット北海道 
（データ伝送業務） 

北海道信連サービス株式会社 
（建物施設等の管理業務およびその他業務） 

◆連結財務の状況

当会グループの連結財務の状況は、会員等から受け入れ

た貯金を主とする負債総額は2兆2,451億円、貸出金、預

け金、有価証券を主とする総資産額については、2兆

2,855億円、出資金および利益剰余金等の純資産額につ

いては404億円となりました。

一方、連結自己資本比率は、当期欠損金を計上したこと

から、10.38％（前年度対比5.62％減少）となりました

が、単体自己資本比率を0.05ポイント上回っております。

◆連結ベースの主な経営指標

◆子会社

北海道信連サービス株式会社
札幌市豊平区福住1条4丁目13番13号

設立年月日／昭和59年8月29日

資　本　金／10百万円

議決権に対する当会の所有割合／100.0％

議決権に対する当会及び他の子会社等の所有割合／100.0％

業務内容／建物施設の管理およびこれに付帯する事業

株式会社ジェイエイネット北海道
札幌市豊平区福住1条4丁目13番13号

設立年月日／平成3年8月8日

資　本　金／30百万円

議決権に対する当会の所有割合／65.7％

議決権に対する当会及び他の子会社等の所有割合／65.7％

業務内容／会員JA、連合会の信用事業等にかかるデ

ータ伝送役務

平成18年度 平成19年度 

（単位：百万円） 

経 常 収 益  

経 常 利 益  
（△は経常損失） 

当 期 剰 余 金  
（△は当期損失金） 

純 資 産 額  

総 資 産 額  

連結自己資本比率 

28,962 

4,139 
 

3,182  

78,910 

2,235,138 

16.00％ 

33,219 

△29,382 
 

△29,036  

40,416 

2,285,587 

10.38％ 



保　全　額 

担　保　等 保　証 引　当　等 合　計 
残　　高 

（単位：百万円） 

平成18年度末 

平成19年度末 

破 綻 先 債 権 額  

延 滞 債 権 額  

3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 額  

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額  

合 計  

 

破 綻 先 債 権 額  

延 滞 債 権 額  

3 カ 月 以 上 延 滞 債 権 額  

貸 出 条 件 緩 和 債 権 額  

合 計  

注）　各項目の定義等は64ページ「リスク管理債権残高」（単体）と 同様です。 

3,719 

7,115 

－ 

1,781 

12,615 

 

－ 

5,886 

－ 

1,177 

7,064 

2,364 

1,191 

－ 

514 

4,070 

 

－ 

1,097 

－ 

281 

1,378 

－ 

18 

－ 

－ 

18 

 

－ 

93 

－ 

－ 

93 

1,355 

5,846 

－ 

689 

7,891 

 

－ 

4,641 

－ 

183 

4,825 

3,719 

7,056 

－ 

1,204 

11,980 

 

－ 

5,832 

－ 

464 

6,297
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連結主要経営指標

◆連結ベースの主要な経営指標

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

（単位：百万円） 

経 常 収 益  

経 常 利 益  
（ △ は 経 常 損 失 ） 

当 期 剰 余 金  
（ △ は 当 期 損 失 金 ） 

純 資 産 額  

総 資 産 額  

連 結 自 己 資 本 比 率  

27,026 

2,945 
 

2,513 
 

76,821 

2,105,267 

14.82％ 

27,226 

3,044 
 

2,672  

83,501 

2,188,502 

16.39％ 

26,838 

4,530 
 

3,303  

72,957 

2,170,903 

14.93％ 

28,962 

4,139 
 

3,182  

78,910 

2,235,138 

16.00％ 

33,219 

△29,382 
 

△29,036  

40,416 

2,285,587 

10.38％ 

注）　1．総資産額は貸倒引当金および外部出資等損失引当金を資産から控除して算出しています。 
2．平成17年度以前の純資産額は資本の部合計額です。 

平成19年度 

◆リスク管理債権残高
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